
（１）いじめとは
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等
と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える
行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為
の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの

（２）いじめの防止
全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、児童
生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互い
の人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を
養うことが必要

（３）いじめの早期発見
定期的なアンケート 調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知等
地域、家庭と連携して児童生徒を見守る

（４）いじめへの対応
教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の
在り方について、理解を深めておくことが必要であり、
また、学校における組織的な対応を可能とするような
体制整備が必要

●いじめの予防と対応
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